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水道施設工事共通仕様書【設備工事編】（令和８年４月１日）　新旧対照表

共通仕様書

第１章

第１節

しゅん工検査

P12

第１節

1.1.13

改定項
新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

改定頁

共通仕様書

第１章

工事の下請負

P7

1.1.22

1.

⑶  下請負者は、当該下請負工事の施工能力を有すること。

 2.

3.

4.

5.

1.1.13
工事の下請負

　受注者は、「いわき市水道局元請・下請関係適正化指導要綱」（以下「要
綱」という。）を遵守すること。

また、各下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、工事現
場内の工事関係者が見やすい場所及び、公衆が見やすい場所に掲げなければ
ならない。

　下請通知書 及び施工体制台帳の記載事項に変更があったときは、その変更が
あった日から7日以内に変更後の内容を記載し提出しなければならない。

　なお、施工体制台帳、及び施工体系図は、施工計画書の提出と同時にその
添付書類の写しを添え、所定の様式により監督員に提出しなければならな
い。

　受注者は、要綱に基づき下請負契約を締結した日から14日以内に、下請通
知書を提出しなければならない。

　受注者は、工事の一部を下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件
をすべて満たさなければならない。

⑴　受注者が、工事の施工にあたり、総合的に企画、指導及び調整するもの
であること。

⑵  下請負者が、いわき市の工事等指名競争入札参加有資格者である場合に
は、指名停止期間中でないこと。

　受注者は、工事を施工するために締結した下請契約がある場合、要綱に基
づき速やかに施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置くものとする。

1.

⑶  下請負者は、当該下請負工事の施工能力を有すること。

 2.

3.

4.

5.

　受注者は、工事を施工するために締結した下請契約がある場合、要綱に基
づき速やかに施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置くものとする。

1.1.13
工事の下請負

　受注者は、「いわき市水道局元請・下請関係適正化指導要綱」（以下「要
綱」という。）を遵守すること。

また、各下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、工事現
場内の工事関係者が見やすい場所及び、公衆が見やすい場所に掲げなければ
ならない。

　下請通知書及び施工体制台帳の記載事項に変更があったときは、その変更が
あった日から7日以内に変更後の内容を記載し提出しなければならない。

　なお、施工体制台帳、及び施工体系図は、施工計画書の提出と同時にその
添付書類の写しを添え、所定の様式により監督員に提出しなければならな
い。

　受注者は、要綱に基づき下請負契約を締結した日から14日以内に、下請通
知書を提出しなければならない。

　受注者は、工事の一部を下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件
をすべて満たさなければならない。

⑴　受注者が、工事の施工にあたり、総合的に企画、指導及び調整するもの
であること。

⑵  下請負者が、いわき市の工事等指名競争入札参加有資格者である場合に
は、指名停止期間中でないこと。

8.

9.

10.

　受注者は、工事完成図書を電子納品する場合は、「いわき市電子納品実
施要領」、｢福島県電子納品運用ガイドライン(案) 【営繕工事編】｣によ
らなければならない｡なお、電子納品とは、「調査、設計、工事などの各
業務段階の最終成果を電子成果品として納品すること」をいう。ここでい
う電子成果品とは「工事完成図書の電子納品要領（案）」（以下「要領」
という。）に基づいて作成した電子データを指す。

　電子納品の有無、電子化する書類の範囲は、監督員と電子納品チェック
シートにより協議し、決定するものとする。

　成果品は、いわき市電子納品実施要領に基づいて作成した電子成果品を
電子媒体（CD-R）で１部、紙ベース一式を提出するものとする。

8.

9.

10.

　電子納品の有無、電子化する書類の範囲は、監督員と事前協議チェック
シートにより協議し、決定するものとする。

　成果品は、国土交通省の「電子納品に関する各要領・基準等」および福
島県の「電子納品等運用ガイドライン」に基づいて作成した電子成果品を
電子媒体（CD-R）で１部、紙ベース一式を提出するものとする。

　受注者は、工事完成図書を電子納品する場合は、国土交通省の「電子納
品に関する各要領・基準等」および福島県の「電子納品等運用ガイドライ
ン」によらなければならない｡なお、電子納品とは、「調査、設計、工事
などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品すること」をいう。
ここでいう電子成果品とは「工事完成図書の電子納品要領（案）」（以下
「要領」という。）に基づいて作成した電子データを指す。
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水道施設工事共通仕様書【設備工事編】（令和８年４月１日）　新旧対照表

改定頁

共通仕様書

第１章

新　（　改　定　後　）

第１節

1.1.31

環境対策

第１節

旧　（　現　行　）

P17

改定項

1.1.33

諸法令、諸法
規の遵守

P19-P20

共通仕様書

第１章

振動規制法に規定する特定建設作業一覧(施行令別表第二)

四
ブレーカー（手持式のものを除く。）を使用する作業（作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日
における当該作業に係る二地点間の最大距離が五〇メートルを超えない作業に限る。）

番号 特定建設作業

三
舗装版破砕機を使用する作業（作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る
二地点間の最大距離が五〇メートルを超えない作業に限る。）

一
くい打機（もんけん及び圧入式くい打機を除く。）、くい抜機（油圧式くい抜機を除く。）又はくい打くい
抜機（圧入式くい打機くい抜機を除く。）を使用する作業

二 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業

振動規制法に規定する特定建設作業一覧(施行令別表第二)

四
ブレーカー（手持式のものを除く。）を使用する作業（作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日
における当該作業に係る二地点間の最大距離が五〇メートルを超えない作業に限る。）

番号 特定建設作業

三
舗装版破砕機を使用する作業（作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る
二地点間の最大距離が五〇メートルを超えない作業に限る。）

一
くい打機（もんけん及び圧入式くい打くい抜機を除く。）、くい抜機（油圧式くい抜機を除く。）又はくい
打くい抜機（圧入式くい打機くい抜機を除く。）を使用する作業

二 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業

1.1.1.33
諸法令、諸法規
の遵守

　受注者は、工事施工にあたり次に示す関係諸法令及び当該工事に関する
諸法規を遵守し、工事の円滑なる進捗を図るとともに、諸法令及び諸法規
の適用運用は受注者の責任において行わなければならない。

1. 　受注者は、工事施工にあたり次に示す関係諸法令及び当該工事に関する
諸法規を遵守し、工事の円滑なる進捗を図るとともに、諸法令及び諸法規
の適用運用は受注者の責任において行わなければならない。

1.1.33
諸法令、諸法規
の遵守

（15）健康保険法　　　　　　　　　　（大正11年法律第  70号） （15）健康保険法　　　　　　　　　　（昭和11年法律第  70号）

（52）出入国管理及び難民認定法　　　（平成 3年法律第  94号）（52）出入国管理及び難民認定法　　　（昭和26年政令第 319号）

3/14



水道施設工事共通仕様書【設備工事編】（令和８年４月１日）　新旧対照表
改定項

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）
改定頁

共通仕様書

第１章

第１節

1.1.36

提出書類

P23

福島県工事請負契約約款。以下 ｢福工約款｣による。

いわき市元請・下請関係適正化指導要綱。以下｢元下要綱｣による。

◎全工事該当　○水道施設工事該当　△必要に応じて

    福工約款

    第３号様式を準用。

　元下要綱

　第１号様式 

　元下要綱

　第２号様式 

 福元下要綱  

参考様式第３号準用

△  契約規程第32条第22号様式 月始めに提出

工事打合せ簿

（提出・協議・承諾等）

現場代理人及び主任  契約規程第33・34条第23号

技術者等  様式（経歴書も含む）

契約締結後14日以内

工事費内訳明細書
(法定福利費、算出根拠
の見積書)

１部 △  契約規程第30条第19号様式 契約締結後14日以内

提　出　書　類 部　数 適　　　　　用 提出期日

△  契約規程第30条第20号様式工事工程表 １部

下請負契約
締結後14日以内

下請負報告書 １部 △ しゅん工届提出時

　 契約規程第31条第21号様式
契約締結の日から
５日以内

　仕様書1.1.6 工事着手日前

１部着工届 ◎

施工計画書 １部 ◎

工事材料検査願 １部 ○

確認立会願 １部 △

１部 △

施工体制台帳
施工体系図

１部 △

工事現況報告書 １部

下請通知書 １部 △

１部 △支給材料受払簿  契約規程第40条第28号様式

１部 △  契約規程第40条第27号様式

１部 △

完成工事物引渡書

１部 △  「福工約款」18号様式準用

工期延長承認願

支給材料受払計算書

貸与品借用書 １部 △  「福工約款」17号様式準用

 契約規程第40条第29号様式

 契約規程第45条第31号様式△１部

 契約規程第39条第26号様式

１部 △  契約規程第60条第38号様式

しゅん工届 １部 ◎  契約規程第52条第33号様式

 契約規程第52条第35号様式その２１部 ◎

１部 △

施工計画書提出時

△１部

工事既成部分払申請

貸与品返納書

支給材料受領書

承認申請書
（権利義務の譲渡）

いわき市水道局契約規程（以下「契約規程」）　という。　　　　　　　　　　

いわき市水道局元請・下請関係適正化指導要領（以下「局元下要綱」）という。

福島県工事請負契約約款（以下「福工約款」）という。　　　　　　　　　　　

福島県元請・下請関係適正化指導要領（以下「福元下要綱」）という。　　　　

◎全工事該当　○水道施設工事該当　△必要に応じて

    福工約款

    第３号様式を準用。

　元下要綱

　第１号様式 

　元下要綱

　第２号様式 

 福元下要綱  

参考様式第３号準用

△  契約規程第32条第22号様式 月始めに提出

工事打合せ簿

（提出・協議・承諾等）

現場代理人及び主任  契約規程第33・34条第23号

技術者等  様式（経歴書も含む）

下請工事契約時
チェックリスト

１部 △ 施工計画書提出時

下請工事完了後
チェックリスト

１部 △ しゅん工届提出時

  福元下要綱
  様式第１号 を準用

  福元下要綱
  様式第２号 を準用

工事既成部分払申請

貸与品返納書

支給材料受領書

承認申請書
（権利義務の譲渡）

１部

施工計画書提出時

△

１部 △

１部 △  契約規程第60条第38号様式

しゅん工届 １部 ◎  契約規程第52条第33号様式

 契約規程第52条第35号様式その２１部 ◎完成工事物引渡書

１部 △  「福工約款」18号様式準用

工期延長承認願

支給材料受払計算書

貸与品借用書 １部 △  「福工約款」17号様式準用

 契約規程第40条第29号様式

 契約規程第45条第31号様式△１部

１部 △支給材料受払簿  契約規程第40条第28号様式

１部 △  契約規程第40条第27号様式

１部 △

 契約規程第39条第26号様式工事材料検査願 １部 ○

確認立会願 １部 △

１部 △

施工体制台帳
施工体系図

１部 △

工事現況報告書 １部

下請負契約
締結後14日以内

下請負報告書 １部 △ しゅん工届提出時

　 契約規程第31条第21号様式
契約締結の日から
５日以内

　仕様書1.1.6 工事着手日前

１部着工届 ◎

施工計画書 １部 ◎

下請通知書 １部 △

契約締結後14日以内

工事費内訳明細書
(法定福利費、算出根拠
の見積書)

１部 △  契約規程第30条第19号様式 契約締結後14日以内

提　出　書　類 部　数 適　　　　　用 提出期日

△  契約規程第30条第20号様式工事工程表 １部
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水道施設工事共通仕様書【設備工事編】（令和８年４月１日）　新旧対照表

P24

第１章

第１節

1.1.36

提出書類

改定項
新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

改定頁

共通仕様書

 仕様書1.4.9

 国交省ＨＰ

 仕様書1.1.19　「福工約款」

 100 号様式準用

 仕様書1.4.15  部数につい

 ては監督員の指示による

完成図書

提　出　書　類 部　数 適　　　　　用 提出期日

「再生資源利用実施」

「再生資源利用促進実施書」 ２部 △

１部 △ マニフェストＥ票(写し)添付
産業廃棄物処理報告
書

提出図書の種類及び部数につい
ては監督員の指示による｡

 しゅん工届提出時

１部 △

 しゅん工届提出時

 しゅん工届提出時

 しゅん工届提出時

必要数 △

必要数 △

注２：完成図書（電子データ）の提出は、「いわき市電子納品実施要領」、｢福島県電子納
品運用ガイドライン(案) 【営繕工事編】｣によらなければならない｡

注１：「再生資源利用計画」、「再生資源利用促進計画」の提出は、計画及び実施において
行う。

必要数 △
提出図書の種類及び部数につい
ては監督員の指示による｡

 しゅん工届提出時

必要数 ◎工事写真  しゅん工届提出時

その他必要と認める
書類

社内検査記録

完成図書(電子データ)

 仕様書1.4.9

 国交省ＨＰ

 仕様書1.1.19　「福工約款」

 100 号様式準用

 仕様書1.4.15  部数につい

 ては監督員の指示による

完成図書

完成図書(電子データ)

その他必要と認める書
類

社内検査記録

必要数 △

注２：完成図書（電子データ）の提出は、国土交通省の「電子納品に関する各要領・基準
等」および福島県の「電子納品等運用ガイドライン」によらなければならない｡

注１：「再生資源利用計画」、「再生資源利用促進計画」の提出は、計画及び実施において
行う。

必要数 △
提出図書の種類及び部数については
監督員の指示による｡

 しゅん工届提出時

必要数 ◎工事写真  しゅん工届提出時

必要数 △
提出図書の種類及び部数については
監督員の指示による｡

 しゅん工届提出時

１部 △

 しゅん工届提出時

 しゅん工届提出時

 しゅん工届提出時

「再生資源利用実施」

「再生資源利用促進実施書」 ２部 △

１部 △ マニフェストＥ票(写し)添付産業廃棄物処理報告書

提　出　書　類 部　数 適　　　　　用 提出期日
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水道施設工事共通仕様書【設備工事編】（令和８年４月１日）　新旧対照表

第12節

4.12.2

配管材料

P86

改定項
新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

改定頁

共通仕様書

第４章

表-4.12.1 標準配管選定表

ＳＵＳ３０４、ＨＩＶＰ、ＰＥＰ
ＳＧＰ-ＶＡ、ＨＩＶＰ、ＶＵ、ＶＰ、ＳＧＰ（エポキシ樹脂塗装）
ＳＧＰ白、ＳＴＰＧ３７０（０.９８１MPa以上）、ＳＧＰＷ
ＳＧＰ、ＳＴＰＧ３７０
ＳＧＰ-ＦＶＡ、ＨＩＶＰ、ＰＥＰ、ＶＰ（透明）
ＳＧＰ-ＦＶＡ、ＨＩＶＰ、ＰＥＰ
ＳＧＰ-ＦＶＡ、ＳＵＳ３１６、ＨＩＶＰ

ＳＧＰ-ＦＶＡ、ＳＵＳ３１６、ＨＩＶＰ、ＴＴＰ３４０Ｗ

ＳＧＰ-ＦＶＡ、ＳＵＳ３０４、ＨＩＶＰ、ＰＥＰ
ＳＧＰ、ＳＵＳ３０４、ＨＩＶＰ
ＳＵＳ３０４、ＨＩＶＰ
ＨＩＶＰ（機器周りはＳＧＰ-ＶＡ）、ＳＵＳ３０４、ＰＥＰ
ＳＧＰ、ＳＵＳ３０４、ＨＩＶＰ、ＰＥＰ

炭酸ナトリウム
オ　ゾ　ン

粉 末 活 性 炭
消　石　灰

硫酸アルミニウム

ポリシリカ鉄

濃　硫　酸
ＳＴＰＧ３７０ Ｓｃｈ８０（屋内）、ＳＵＳ３０４ Ｓｃｈ４０（屋外）、ＰＶＤ
Ｆ、 ＨＩＶＰ（希硫酸の場合）

水酸化ナトリウム

ポリ塩化アルミニウム
ＳＧＰ-ＦＶＡ、ＳＵＳ３１６、ＨＩＶＰ、ＴＴＰ３４０Ｗ、ＰＥＰ、ＶＰ（透
明）

次亜塩素酸ナトリウム
塩　素　水

流　体　名 使　用　配　管

浄　　水
ＳＵＳ３０４、ＳＵＳ３１６、ＳＧＰ-ＶＡ、ＤＩＰ、ＳＧＰ、ＳＴＰＧ３７０、
ＨＩＶＰ、ＮＣＳＧＰ、ＳＧＰ-ＰＡ、ＰＥＰ

サ　ン　プ　ル　水
排　　水
空　　気

油

表-4.12.1 標準配管選定表

ＳＵＳ３０４-ＴＰ、ＨＩＶＰ、ＰＥＰ-ＷＳ
ＳＧＰ-ＶＡ、ＨＩＶＰ、ＶＵ、ＶＰ、ＳＧＰ（エポキシ樹脂塗装）
ＳＧＰ白、ＳＴＰＧ３７０（０.９８１MPa以上）、ＳＧＰＷ
ＳＧＰ、ＳＴＰＧ３７０
ＳＧＰ-ＦＶＡ、ＨＩＶＰ、ＰＥＰ－ＷＳ、ＶＰ（透明）
ＳＧＰ-ＦＶＡ、ＨＩＶＰ、ＰＥＰ－ＷＳ
ＳＧＰ-ＦＶＡ、ＳＵＳ３１６-ＴＰ、ＨＩＶＰ

ＳＧＰ-ＦＶＡ、ＳＵＳ３１６-ＴＰ、ＨＩＶＰ、ＴＴＰ３４０Ｗ

ＳＧＰ-ＦＶＡ、ＳＵＳ３０４-ＴＰ、ＨＩＶＰ、ＰＥＰ－ＷＳ
ＳＧＰ、ＳＵＳ３０４-ＴＰ、ＨＩＶＰ
ＳＵＳ３０４-ＴＰ、ＨＩＶＰ
ＨＩＶＰ（機器周りはＳＧＰ-ＶＡ）、ＳＵＳ３０４、ＰＥＰ－ＷＳ
ＳＧＰ、ＳＵＳ３０４-ＴＰ、ＨＩＶＰ、ＰＥＰ－ＷＳ

炭酸ナトリウム
オ　ゾ　ン

粉 末 活 性 炭
消　石　灰

硫酸アルミニウム

ポリシリカ鉄

濃　硫　酸
ＳＴＰＧ３７０ Ｓｃｈ８０（屋内）、ＳＵＳ３０４-ＴＰ Ｓｃｈ４０（屋外）、
ＰＶＤＦ、 ＨＩＶＰ（希硫酸の場合）

水酸化ナトリウム

ポリ塩化アルミニウム
ＳＧＰ-ＦＶＡ、ＳＵＳ３１６-ＴＰ、ＨＩＶＰ、ＴＴＰ３４０Ｗ、ＰＥＰ－ＷＳ、
ＶＰ（透明）

次亜塩素酸ナトリウム
塩　素　水

流　体　名 使　用　配　管

浄　　水
ＳＵＳ３０４-ＴＰ、ＳＵＳ３１６-ＴＰ、ＳＧＰ-ＶＡ、ＦＣＤ、ＳＧＰ、ＳＴＰ
Ｇ３７０、ＨＩＶＰ、ＳＧＰ-ＮＣ、ＳＧＰ-ＰＡ、ＰＥＰ－ＷＳ

サ　ン　プ　ル　水
排　　水
空　　気

油
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改定項

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）
改定頁

共通仕様書

第６章
その他

目次
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旧　（　現　行　）

改定頁

共通仕様書

第６章
その他

付則3-2

改定項
新　（　改　定　後　）
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改定頁
改定項

新　（　改　定　後　）

共通仕様書

第６章
その他

付則3-6
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改定項
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改定頁

新規作成

共通仕様書

第６章
その他

付則6
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付則6-1

改定項
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新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）
改定頁
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共通仕様書

第６章
その他

付則6
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（通知）

付則6-2
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第６章
その他
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付則6-3
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水道施設工事共通仕様書【設備工事編】（令和８年４月１日）　新旧対照表
改定項

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）
改定頁

共通仕様書

付則４

付則4-1

付則４    設備工事竣工図作成要領 

1 一般事項 

1-1 適用
　この作成要領は、工事受注者が局に完成図書の一部として提出する設備工事竣工図に
ついての基準を定めるものである。作図一般、記号、線の一般的用法その他この要領に定
めのないものは、 JIS Z8310～18、機械製図はJIS B 0001、電気製図はJIS C 1082-1∼JIS 

　　C 1082-4及びその他関係規格規定によるものとする。

 1- 2 工事竣工図提出の手順と部数

(1) 査定、承認及び確認
 受注者は、工事竣工図の提出にあたって、監督員に工事竣工図の査定を受けると共に、
不備な点は直ちに訂正、補足し承認を得なければならない。
　承認後、監督員は漏水防止係に工事竣工図を送付し、工事竣工図の確認を得るものと
する。

(2) 提出部数
表 1 - 1 提出部数

電子ﾃﾞｰﾀ （PDF）
（CAD）

※CADﾃﾞｰﾀは、国土交通省の「電子納品に関する各要領・基準等」
  および福島県の「電子納品等運用ガイドライン」によること。

区分 部数
１部
１部

適用
設計書添付竣工検査用(A1サイズ折りたたみ)
漏水防止係提出用(A3用紙)
漏水防止係提出用(A1サイズ・カラー・300dpi出力)１部

竣工図(紙)
竣工図縮小版(紙)

１部 漏水防止係提出用、各課保存用

付則４    設備工事竣工図作成要領 

1 一般事項 

1-1 適用
　この作成要領は、工事受注者が局に完成図書の一部として提出する設備工事竣工図に
ついての基準を定めるものである。作図一般、記号、線の一般的用法その他この要領に定
めのないものは、 JIS Z8310～18、機械製図はJIS B 0001、電気製図はJIS C 1082-1∼JIS 

　　C 1082-4及びその他関係規格規定によるものとする。

 1- 2 工事竣工図提出の手順と部数

(1) 査定、承認及び確認
 受注者は、工事竣工図の提出にあたって、監督員に工事竣工図の査定を受けると共に、
不備な点は直ちに訂正、補足し承認を得なければならない。
　承認後、監督員は漏水防止係に工事竣工図を送付し、工事竣工図の確認を得るものと
する。

(2) 提出部数
表 1 - 1 提出部数

電子ﾃﾞｰﾀ （PDF）
（CAD）

※CADﾃﾞｰﾀは、いわき市電子納品基本方針によること。
※提出部数については、監督員から指示がある場合は指示による。

１部

竣工図(紙)
竣工図縮小版(紙)

１部 漏水防止係提出用、各課保存用

区分 部数
１部
１部

適用
設計書添付竣工検査用(A1サイズ折りたたみ)
漏水防止係提出用(A3用紙)
漏水防止係提出用(A1サイズ・カラー・300dpi出力)
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